
新座市のごみの現状（令和４年度版）

※人口は各年１０月１日現在

　新座市は、全国一ごみの少ないまちを目指し、５種１５分別など市民の皆様の御協力をい
ただきながら家庭ごみの減量を進めています。

　家庭系可燃ごみの推移を見ますと、平成２４年度から平成３０年度までは減少傾向にあり、
令和元年度以降は新型コロナウイルス感染拡大防止のため自宅での滞在時間が多くなった影
響からか大幅に増加に転じています。しかしその後令和３年度から減少し、令和４年度には
この１０年で一番少ない家庭ごみの排出となりました。

　現在、家庭からは、市民１人１日当たり約４２２グラムの可燃ごみが出され、県下でも少
ない量ではありますが、引き続き生ごみの水切りの徹底等、市民の皆様に御協力をいただき
ながら可燃ごみの減量を進めていきます。

　一方、粗大ごみの推移を見ますと、平成２４年度から令和元年度までは増加傾向にありま
したが、その後は減少傾向にあります。今後もさらに減少するように、市民の皆様の４Ｒ
【リフューズ（断る）・リデュース（発生抑制）・リユース（再使用）・リサイクル（再生
利用）】の意識を高めていくよう努めていきます。

家庭系可燃ごみ
１人１日当たり家庭系可燃ごみ排出量の推移

粗大ごみ排出量の推移

年　度
平成

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
令和

元年度 2年度 3年度 4年度

家庭系可燃ごみ
(トン) 26,592 26,450 26,256 26,250 25,955 25,957 25,884 26,422 26,871 26,196 25,534

対前年度比(％) △０.５３ △0.73 △ 0.02 △ 1.12 0.01 △0.28  2.08 1.70 △2.51 △ 2.53

人　　口(人) 161,617 １６２,３６６ 163,107 163,674 164,650 165,471 165,434 165,624 166,220 166,218 165,795
１人１日当たり

(g) 451 445 441 439 432 429 429 437 443 432 422

年　度

平成
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

令和
元年度

令和
2年度 3年度 4年度

粗大ごみ(トン） 1,040 1,084 1,051 1,120 1,150 1,179 1,250 1,325 1,455 1,356 1,234

対前年度比(％) 　 4.23 △3.04 △6.57 2.68 2.52 6.02 6.00 9.81 △6.80 △ 9.00



ごみを減らすために実施している事業の状況 
①　ビン、カン、ペットボトル、資源プラスチック収集事業 

　容器包装リサイクル法の施行に伴い、平成９年６月からビン、カン、ペットボトルを、
平成１３年１１月からは資源プラスチックの分別収集を行っています｡
　この分別収集により、ごみから資源という流れが定着し、安定した収集実績となってい
ます。
　また、平成２５年８月から、アルミ蒸着フィルムなどを資源プラスチックとして拡大し、
更なる再資源化を推進しています。

（単位：トン）

②　廃食用油のリサイクル

　本事業は、家庭から出る廃食用油を市役所や公民館にて拠点回収を行うリサイクル事業
です。回収された廃食用油は、石けん・肥料・飼料・インクまた、バイオディーゼル燃
料・バイオジェットの原料として利用されています。

　廃食用油の回収量は年々減少傾向にあります。廃食用油を台所の流しに捨ててしまうと
排水管や下水道を詰まらせる原因となり、また、紙などに染み込ませて可燃ごみとする処
理方法では、リサイクルすることができません。
　そのため、今後はホームページ等で事業を広く周知し、再資源化を推進していきます。

ビン・カン・ペットボトル・資源プラスチック収集量の推移

年
平成

２８年度 2９年度 ３０年度
令和

元年度 ２年度 ３年度 ４年度
ビン １,２２９ 1,１９０ 1,1３３ 1,０９２ 1,１４９ 1,１１１ 1,０６９
カン 33０ 3２９ 3１０ 31６ 3５２ 3２８ 3０５
ペットボトル 56３ 5８４ ６１０ 61２ 6４９ 6６２ 6５５
資源プラスチック 1,2７９ 1,2９６ 1,３２０ 1,3６８ 1,４５６ 1,45０ 1,4１５

平成
27年度 28年度 29年度 30年度

令和
元年度 2年度 3年度    4年度

回収量（㍑） 5,375 4,635 4,677 3,990 3,535 3,719 2,539 1,991



③　集団資源回収事業

　家庭から排出される資源物(新聞・雑誌・段ボール・布類・牛乳パック）を、登録団体が

種類ごとに分別して排出し、指定協力事業者が回収しています。登録団体には市から奨励

金を交付していますが、財政非常事態宣言に伴う事業の見直しにより令和３年度のみ奨励

金を休止していました。

　昭和６３年６月から、小・中学校の保護者会やサークル活動団体などにより実施されて

いましたが、徐々に町内会を中心とした集団資源回収事業が進展し、平成１７年１１月か

らは全町内会にて事業が実施されるようになり、紙・布類の資源物が行政回収から集団資

源回収に完全移行されました。

合計１３7団体（うち町内会６1団体）

④　小型家電のリサイクル

　令和元年８月に、リネットジャパンリサイクル株式会社と「連携と協力に関する協定」を
締結しました。
　同社は、国内で唯一小型家電リサイクル法に基づき国の認定を受けた事業者で、宅配便を
活用し、不要なパソコンや小型家電を自宅まで回収に伺うサービスを実施しています。
　市民の皆様の利便性が向上することに加え、「都市鉱山」ともいわれるレアメタル等の再
資源化や粗大ごみ等として排出されていた小型家電を直接リサイクルすることになり、ごみ
の減量化につながります。

(単位：kg）小型家電の回収量

(単位：トン）

資源物回収量の推移

年度
平成

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
令和

元年度 2年度 3年度 4年度

新聞 2,674 2,400 2,198 1,898 1,728 1,514 1,348 1,152 1,056 1,023

雑誌 2,364 2,254 2,191 2,048 1,983 1,902 1,905 1,913 1,788 1,680

段ボール 1,769 1,724 1,740 1,751 1,768 1,757 1,776 2,020 2,031 2,024

布 416 406 418 400 398 395 415 444 412 383

紙パック 35 36 37 38 37 39 39 39 38 39

合計 7,258 6,820 6,584 6,135 5,914 5,607 5,483 5,568 5,325 5,１４9

団体数 160(61) 157(61) 159(61) 157(61) 158(61) 155(61) 146(61) 142(61) 136(60) 137(61)

年 度
令和　　

２年度 ３年度 ４年度
パソコン ６,６１４ ７,０９８ 6,577
携帯電話 7６ ６6 52

その他小型家電 ５,５９８ ４,６８０ 5,118



⑤　公共施設拠点回収事業

○充電式電池
　平成１３年１１月から、販売店等における回収とあわせて、市役所･公民館･老人福祉セン
ター等の公共施設に回収箱を設置し、拠点回収を行っています。一般社団法人ＪＢＲＣに引
き渡し、リサイクルが図られています。
○インクカートリッジ
　平成２３年４月から、市役所･公民館等の公共施設に回収箱を設置し、拠点回収を行ってい
ます。プリンターメーカーへ引き渡し、リサイクルされています。
○アルミ付き紙パック
　平成２６年４月から、市役所･公民館等の公共施設に回収箱を設置し、拠点回収を行ってい
ます。製紙メーカーへ引き渡し、紙原料としてリサイクルされています。

(単位：kg）充電式電池の回収量の推移

(単位：kg）アルミ付き紙パックの回収量の推移

(単位：kg）インクカートリッジの回収量の推移

⑥　参加型幼児向けごみ減量講座

　生ごみの減量化を推進する取組として、平成２８年１月から、保育園の年長児を対象に、
食べものを作ってくれた人への感謝や資源の大切さを忘れない心を育み、食べ残しをなくし
て食品ロスを減らすための参加型の環境教育を実施しています。なお、令和２・３・４年度
については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しています。 

年　度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度

令和
元年度

公立保育園 2 6 6 6 6

法人保育園 0 7 6 7 9

合計 0 13 12 13 15

(単位：園）

講座実施回数

年 度
平成

２５年度 ２６年度 2７年度 2８年度 2９年度 ３０年度
令和　　

元年度   ２年度   ３年度   ４年度

充電電池回収量 １３ ２1 2０ 2９ ６４ ５５ １０２ 1５０ ２０９ 140

年 度
平成

２５年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
令和　　　

元年度 ２年度 ３年度 ４年度

インクカートリッジ 88 49 137 75 118 98 104 135 147 120

年 度
平成

27年度 28年度 29年度 30年度
令和　　

元年度 ２年度 ３年度 ４年度

アルミ付き紙パック 2９０ ３４４ 3０５ 3５４ 4００ 4５８ 5６０ ６６１



⑩　生ごみ処理容器購入費補助金

　可燃ごみ（生ごみ）の減量化及び堆肥化を推進し循環型社会を促進させることを目的と
して、家庭から出る生ごみを自家処理する生ごみ処理容器の購入者に対して、購入費の一
部を助成していましたが、令和２年３月末をもって廃止しました。なお、令和５年度から
２か年の期限付きで復活しています。
　※令和元年度実績…１２件　　令和元年度補助額…７８,２００円

生ごみ処理容器の種類 補助金額

電動式 購入金額の１／３　（１万円限度）　

電動式以外（コンポスト・生ごみカラット・ＥＭ容器等） 購入金額の１／２　（３千円限度）

⑨　見直そう・ごみ半減”推進新座市民会議との協力

　｢ごみは資源である｣を合言葉に、市長を会長に市民、各種団体や事業者の代表の皆様
で構成された“見直そう・ごみ半減”推進新座市民会議では、ごみの減量化及び再資源
化の促進を図るための活動をし､リサイクルマーケットやごみ処理施設見学会、ごみ減量
啓発ポスター・ごみ発生抑制標語展などの事業を行いました。
　平成２年の設立当初から約２５％を超える減量となり、会議の目的は十分達成された
ことから、令和元年度をもって解散しました。

令和元年度実施
した主な事業

11月 第27回秋のリサイクルマーケット １月 ごみ処理施設見学会

12月 ごみ減量啓発ポスター・ごみ発生抑制標語展 ３月 処理困難物有料受入れ

⑦　ごみ分別アプリ

　平成２８年４月から、スマートフォンごみ分別アプリの無料配信を開始し、お住まい
の地域に合わせて、ごみの種類ごとの収集日をお知らせする機能や、品目ごとに簡単に
ごみの分別を検索できる「ごみ分別辞典」機能など、ごみに関する様々な情報を提供し
ていましたが、財政非常事態宣言に伴う事業の見直しにより令和３・４年度は休止して
いました。なお、令和５年度からは、新たなごみ分別アプリを導入し復活しています。

年　度
平成28年度

（累計）
平成29年度

（累計）
平成30年度

（累計）
令和元年度

（累計）
令和2年度

（累計）

日本語版 3,444 5,944 8,557 12,002 17,690
外国語版 125 212 292 356 424

合計 3,569 6,156 8,849 12,358 18,114

ダウンロード数 (単位：件）

⑧　ごみ減量・再資源化協力店制度

　市民の皆様や事業所の方々と一体となって「環境にやさしい生活・ごみをなるべく出
さない暮らし」を実現するために、平成６年４月から、ごみ減量・再資源化協力店とし
て認定した制度です。

　この制度では、事業所の方々にエコマーク商品の販売や簡易包装などに取り組んでい
ただくとともに、市民の皆様にはエコマーク商品の購入や買い物袋の持参などをお願い
しました。
　一定の成果を収めたことから、平成３１年３月末をもって本制度を廃止しました。

２５事業所（平成３１年３月末）協力認定事業所数

※廃止

※廃止

※廃止

参考：休止・廃止となった事業

※休止



統計資料

ごみ･リサイクル資源の排出･回収状況 （単位：トン）

小・中学校の牛乳パック回収状況

（単位：トン）

　

　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　 　　　　　　

年 　度
平成

30年度
令和

元年度
令和

２年度
令和

３年度

令和４年度
　 対前年度比較

　 量 割合(％)

家　庭　系

ご　み

可 燃 ご み ２５,８８４ ２６,４２２ ２６,８７１ ２６,１９６ 25,534 △662 △2.53 
粗 大 ご み １,２５０ １,３２５ １,４５５ １,３５６ 1,234 △122 △9.00 
不 燃 ご み 1,179 1,165 1,323 1,152 1,03４ △118 △10.25 
有 害 ご み 50 51 54 44 43 △1 △2.27
合　　　計 28,363 28,963 29,703 28,748 27,840 △907 △3.16 

リサイクル
資源

市 回 収

ビ ン 1,133 1,092 1,149 1,111 1,069 △42 △3.78 
カ ン 310 316 352 328 305 △23 △7.01 

ペットボト
ル 610 612 649 662 655 △7 △1.06

資源プラ
スチック 1,320 1,368 1,456 1,450 1,415 △35 △2.41 
小　　計 3,373 3,388 3,606 3,551 3,444 △107 △3.01 

集団
資源
回収

紙・布類 5,568 5,444 5,528 5,287 5,111 △176 △3.33 
紙ﾊﾟｯｸ 39 39 39 38 39 1 2.63 
カ　　ン 207 208 222 223 216 △7 △3.14
小　　計 5,814 5,691 5,789 5,548 5,366 △182 △3.28 

合　　　計 9,187 9,079 9,395 9,099 8,810 △289 △3.18 
総　　　　計 37,550 38,042 39,098 37,846 36,650 △1,196 △3.16 

市民１人１日当たり（ｇ）　※人口は、各年10月1日現在　 622 629 644 624 604 △20 △3.21 

事 業 系

ごみ
可 燃 ご み 9008 9,430 8,712 8,991 9,111 120 1.33
不 燃 ご み 1 1 1 1 1 0 0.00
合　　　計 9,009 9,431 8,713 8,992 9,119 120 1.33

リサイクル
資源

ビ ン 8 8 7 4 5 1 25.00 
カ ン 1 1 1 1 1 0 0.00

ペットボトル 1 1 1 1 1 0 0.00
合　　　計 10 10 9 6 7 1 16.67 

総　 計 9,019 9,441 8,722 8,998 9,119 121 1.34
総　　合　　計 46,569 47,483 47,820 46,844 45,769 △1,075 △2.29 

廃 食 用 油　（㍑） 4,677 3,390 3,535 2,539 1,991 △548 △21.58 

注）集団資源回収で回収したカン類については、以前は市回収のカン類に合算していましたが平成20年度から集団資源回　　　　　　　　　　
　　収に表示することになりました。　　　　　　　　　　
・市回収の紙パック（拠点回収）については、小中学校において回収されたものです。
・平成17年11月から、紙類の回収は全て集団資源回収事業に移行しました。

　     平成 令和 令和 令和　 令和　

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

25 21 21 24 20



１　ごみになるものを断る(Refuse:リフューズ)

○　過剰包装の抑制
　　「物」を購入する際に、過剰な包装を断ることや、マイバックを持参すること　
　で包装紙等のごみを減らすように努めましょう。

２　ごみの発生を抑制する(Reduse:リデュース)

○　無駄なものは買わない
　　「物」を購入する際には、その商品・製品が不用となったときのことを考え、
　再資源化が可能かどうかを判断し、適正な数量を購入するようにしましょう。
○　生ごみの水切りの徹底
　　生ごみを捨てる際には水切りネットを使用するなどして、生ごみに含まれる水　
　分を十分に減量してからごみに出しましょう。

３　再利用を考える(Reuse:リユース)

○　フリーマーケット等への積極的な参加
　　「物」を消費し排出する際に、まだ十分に再使用が可能な粗大ごみや衣類等に
　ついては、フリーマーケットやバザー等の不用品交換の場を積極的に利用するこ
　とにより、再利用を図りましょう。
○　故障品・破損品の修理
　　「物」が故障し、又は破損した場合、修理できるかどうかを考え、できるだけ　
　修理し再度使用するようにしましょう。 

４　分別し、再資源化を推進する(Recycle:リサイクル)

○　分別排出の徹底
　　「物」を消費し、排出する際に、市が行っている分別回収に協力して排出しま
　しょう。
〇　環境やリサイクルに配慮した商品・製品の購入
　　「物」を購入する際に、環境やリサイクルに配慮した商品や製品を購入するこ
　とを心掛けしましょう。
〇　店頭及び販売店回収の積極的な利用
　　トレイ、紙パック、リターナブル瓶及び小型式充電池等の店頭回収を実施して　
　いる事業者に積極的に協力することにより、ごみの再資源化を図りましょう。

５　食品ロス削減の推進

○　生ごみ減量の推進
　　家庭から出る生ごみを減らすため、日頃から"３ない"生活(買いすぎない・作り　
　すぎない・捨てない)を心掛けた生活を送ることで、食材の廃棄をできるだけ少な　
　くしましょう。
○　フードドライブへの参加
　　家庭で余っている食品について、地域のフードバンクへ寄附するフードドライ　
　ブ等を活用することで、できる限りごみとして廃棄するものを減らしましょう。


